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後見人に求められる後見事務のポイント 

大 阪 家 庭 裁 判 所 後 見 セ ン タ ー 

大阪 家庭 裁判 所堺 支部 後見 セン ター  

大阪家庭裁判所岸和田支部後見センター 

【 意 思 決 定 支 援 】  

 ● 本 人 の 意 思 が ど の よ う な も の で あ る か を 的 確 に 判 断 す る た め の 基 本

的な 知識 を理 解す る。  

● 本 人の こと を決 める とき に，本 人 の意 思を 無視 して 決め たり，後見 人  

 や 支援 者等 の価 値観 や判 断を 本人 に押 し付 けた りし ない 。  

●本 人の 居所 の変 更な ど，重要 な事 項 につ いて 本人 の意 思決 定を 支援 す 

るに 当た って は， 支援 者等 と協 力し て行 う。  

【 財 産 管 理 事 務 】  

 ● 本人 財産 の全 体を 正確 に把 握し ，本人 財産 を他 人の 財産 とは っき り区

別し て管 理す る。  

●本 人財 産の 管理 に関 する 基本 的な 方針 を立 てる 際に は，本人 にそ の方

針を 分か りや すく 説明 した 上で ，本 人の 意思 を十 分に 確認 する 。  

【 身 上 保 護 事 務 】  

● 本 人 の 身 上 の 保 護 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 を 本 人 に 分 か り や す く 説 明

した 上で ，本 人の 意思 を確 認し て策 定す る。  

 ● 定期 的に 本人 と 面 会を して 本人 の心 身・ 生活 状況 を把 握す る。  

● 必 要に 応じ て福 祉・ 医療 等の 関係 者に 相談 して ，そ の意 見を 聴く 。  

 ● 本 人 の 身 上 面 で の 課 題 が 生 じ た 際 に 相 談 す べ き 関 係 者 や 支 援 者 を 把

握し ，実 際に 課題 が生 じた とき に相 談す る。  

【 報 告 事 務 】  

 ● 本人 の預 貯金 等の 財産 の客 観的 な状 況だ けで はな く，本人 の財 産や 身

上 に 関 す る 課 題 の 有 無 と そ の 検 討 状 況 に つ い て も 分 か り や す く 記 載

する 。  

 ● 預貯 金通 帳の 写し など の裏 付資 料を 整え る。  

【 地 域 に お け る 相 談 窓 口 理 解 】  

 ● 本人 が居 住す る地 域に おけ る福 祉・ 行政 の窓 口に つい て認 識す る。  


